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第８章 維持管理 

給水装置の維持管理は、配水管まで送られてきた清浄な水をさらに給水栓まで供給するた

め、極めて重要である。 

その維持管理の責任は需要者にあり、少しの異常が重大な事故につながることから、需要

者は施工者である指定給水装置工事事業者と共に維持管理に努めなければならない。 

 

１. 異常現象と対策 

異常現象は、水質によるもの（色、濁り、臭味等）と配管状態によるもの（水撃、異常音

等）とに大別される。 

配管状態によるものについては、配管構造及び材料、機器の改善をすることにより解消さ

れることも多い。水質によるものについては、現象をよく見極めて原因を究明し、需要者に

説明の上、適切な措置を講じる必要がある。 

(1) 水質の異常 

水道水の濁り、着色、臭味などが発生した場合には、水質検査の依頼をするなどし、直

ちに原因を究明するとともに、適切な対策を講じなければならない。 

ア．異常な臭味 

水道水は、消毒のため塩素を添加しているので消毒臭（塩素臭）がある。この消毒臭

は、残留塩素の酸化作用による殺菌効果があることを意味し、水道水の安全性を示す一

つの証拠である。 

なお、塩素以外の臭味が感じられたときは、水質検査を依頼し、臭味の発生原因を究

明する必要がある。 

イ．異常な色 

水道水が着色し原因が不明な場合は、水質検査を依頼する必要がある。 

ウ．異物の流出 

水道水に砂、鉄粉など異物が混入している場合は、十分洗管を行い、管内からこれら

を除去しなければならない。 

(2) 出水不良 

出水不良の原因は種々あるが、その原因を調査し、適切な措置を講じること。 

ア．配水管の水圧が低い場合 

周囲のほとんどが水の出が悪くなったような場合は、配水管の水圧低下が考えられる。

この場合は、配水管網の整備が必要である。 

イ．給水管の口径が小さい場合 

一つの給水管から当初の使用予定を上回って数多く分岐されると、必要水量に比べ給

水管の口径が小さくなり出水不良をきたす。このような場合には適正な口径に改造する

必要がある。 

ウ．管内に赤さびが付着した場合 

給水管に亜鉛めっき鋼管などを使用していると内部に赤さびが発生しやすく、年月を

経るとともに実口径が小さくなり出水不良をきたす。このような場合には管の布設替え

が必要である。 

エ．配水管の工事等により断水したりすると、通水の際に赤さび・スケール等がメーター

のストレーナに付着し出水不良となることがある。このような場合にはストレーナを清

掃する。 

オ．給水管が途中でつぶれたり、地下漏水による出水不良、あるいは各種給水用具の故障
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などによる出水不良もあるが、これらに対しては、現場調査を綿密に行って原因を発見

し修理する。 

(3) 水撃作用 

管内に水撃作用を生じると、メーター、器具、給水管などを損傷するおそれがあるので、

給水装置の構造は、水撃作用を起こさないものとしなければならない。 

給水装置で水撃作用を生じる原因としては、使用器具の構造による場合、管内に空気が

混入している場合などがある。したがって、給水装置には水撃作用を起こすおそれのない

構造の器具を使用しなければならない。 

ボールタップを使用する場合、受水槽内では吐出し流量によって水槽内が波立つため水

撃作用を起こすおそれがあるので、波立ち防止板を取り付けるなど、水撃作用の発生を防

止するとともに、管内の異常水圧を緩衝吸収するため有効適切な位置に水撃防止器などを

設けなければならない。特に、大口径の場合には電動弁等を使用することが望ましい。 

(4) 異常音 

給水装置が異常音を発生する場合は、その原因を調査し発生源を取り除く。 

ア．水栓のこまパッキンが摩耗しているため、こまが振動して異常音が発生する場合は、

こまパッキンを取り替える。 

イ．水栓を開閉する際、立上り管等が振動して異常音が発生する場合は、立上り管等を固

定させて管の振動を防止する。 

ウ．ア、イ以外の原因で異常音がする場合は、水撃に起因することが多い。 

 

２. 事故原因と対策 

給水装置と配水管は、機構的に一体となっているので給水装置の事故によって汚染された

水が配水管に逆流したりすると、他の需要者にまで衛生上の危害を及ぼすおそれがあるので、

事故の原因を究明し適切な対策を講じる必要がある。 

(1) クロスコネクションの防止 

クロスコネクションとは、水道と水道以外の用途の設備又は施設との誤接合をいう。 

安全な水の確保のため、給水装置と給水装置以外の水管その他の設備とを直接連結する

ことは絶対に避けなければならない。 

たとえ、その連結点に弁や逆止弁を設置したとしても、誤操作や弁の故障などによって

維持管理の万全を期しがたいので直結してはならない。 

近年、多目的に水が使用されることに伴い、用途の異なる管が給水管と近接配管され、

外見上判別しがたい場合もある。したがって、クロスコネクションを防止するため、管の

外面にその用途が識別できるよう表示する必要がある。 

給水装置と誤接続されやすい配管を例示すると次のとおりである。 

ア．井戸水、工業用水、再生利用水の配管 

イ．受水槽以下の配管 

ウ．プール、浴場等の循環用の配管 

エ．水道水以外の給湯配管 

オ．水道水以外のスプリンクラ配管 

カ．ポンプの呼び水配管 

キ．雨水管 

ク．冷凍機の冷却水配管 

ケ．その他排水管等 
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(2) 逆流 

給水装置において、次のような不適正な状態が発見された場合、逆サイホン作用により

水の逆流が生じるおそれがあるので適切な対策を講じなければならない。 

ア．給水栓にホース類が付けられ、ホースが汚水内につかっている場合 

イ．浴槽等への給水で十分な吐水口空間が確保されていない場合 

ウ．便器に直結した洗浄弁にバキュームブレーカが取り付けられていない場合 

エ．消火栓、散水栓が汚水の中に水没している場合 

(3) 埋設管の汚水吸引（エジェクタ作用等） 

埋設管が外力によってつぶれ小さな穴があいている場合、給水時にこの部分での流速が

大きくなり、エジェクタ作用により外部から汚水を吸い上げたり、微生物を吸引すること

がある。また、給水管が下水溝の中等で折損しているときに断水すると、その箇所から汚

水が流入する。 

(4) 凍結事故 

凍結事故は、寒冷期の低温時に発生し、その状況はその場所によって大きな差がある。

このため凍結事故対策は、その場所に応じた適切な防寒方法と埋設深さの確保が重要であ

る。 

 

３. 需要者に対する注意事項 

需要者に対して、水道の保全上、次の事項を周知するよう努めなければならない。 

(1) 無断で給水装置の工事を行わないこと。 

(2) 増改築などにより、メーターの設置場所が検針やメーター交換の支障になる位置に場合 

は、事前に届け出を行い、メーター位置を変更するなど適切な対策を行うこと。 

  (3) 配水管や給水管の漏水、また、水道水の濁り、異物、臭い、味などの異常が認められた 

ときは、直ちに水道課に連絡すること。 

 (4) 凍結を防ぐため、露出した管は保温に適したもので覆うこと。 

 

４. 漏水等給水装置の破損に伴う維持管理の区分 

給水装置の維持管理は、原則として需要者が行う。ただし、次の事項については、当市が

行う。 

(1) 配水管の分岐点から第一止水栓まで 

(2) 公道部等の国有地、公有地内に埋設された給水管 

(3) 私有地内であってもメーターボックス内の漏水等に係るもの 

(4) 給水管で無償譲渡されたもの 

※次頁参照 
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■給水装置の管理区分■ 

 

【注意事項】 

・上図の太線部分が水道課管理。・上図の太線部分が水道課管理。・上図の太線部分が水道課管理。・上図の太線部分が水道課管理。    

・給水装置は需要者が工事したものであり、本来、需要者が全て管理すべきであるが、

漏水時など緊急を要する場合に円滑に対応するため、維持管理区分を設けているもの

である。 

・上図の太線部分が水道課管理。あくまで漏水等に対する管理である。ゆえに、水道課

管理範囲内であっても、漏水していない古い管の交換等は個人で行う。 

・水道課管理範囲が個人敷地内に及ぶ場合でも、修繕の際に土間コンクリート、アスフ

ァルト舗装以外の特殊舗装（タイル張、石張、インターロッキング等）の復旧やその

他構造物の復旧を伴う場合は、その費用は需要者で負担する。 
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＜参考資料＞ 

１. 水質基準 

水道法第 4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令（平成 15年 5月 30日厚生労働

省令第 101号）により、定められています。 

(1) 水質基準項目と基準値（51項目） 

項 目 名 基 準 値 

１．一般細菌 

２．大腸菌 

３．カドミウム及びその化合物 

４．水銀及びその化合物 

５．セレン及びその化合物 

６．鉛及びその化合物 

７．ヒ素及びその化合物 

８．六価クロム化合物 

９．亜硝酸態窒素 

10．シアン化物イオン及び塩化シアン 

11．硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

12．フッ素及びその化合物 

13．ホウ素及びその化合物 

14．四塩化炭素 

15．1,4-ジオキサン 

16．シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 

17．ジクロロメタン 

18．テトラクロロエチレン 

19．トリクロロエチレン 

20．ベンゼン 

21．塩素酸 

22．クロロ酢酸 

23．クロロホルム 

24．ジクロロ酢酸 

25．ジブロモクロロメタン 

26．臭素酸 

27．総卜リハロメタン 

  （クロロホルム、ジブロモクロロメタン、

ブロモジクロロメタン及びブロモホル

ムのそれぞれの濃度の総和） 

28．トリクロロ酢酸 

29．ブロモジクロロメタン 

30．ブロモホルム 

31．ホルムアルデヒド 

32．亜鉛及びその化合物 

33．アルミニウム及びその化合物 

1mℓの検水で形成される集落数が 100 以下 

検出されないこと  

カドミウムの量に関して 0.003mg/ℓ以下 

水銀の量に関して 0.0005mg/ℓ以下 

セレンの量に関して 0.01mg/ℓ以下 

鉛の量に関して 0.01mg/ℓ以下 

ヒ素の量に関して 0.01mg/ℓ以下 

六価クロムの量に関して 0.05mg/ℓ以下 

0.04mg/ℓ以下 

シアンの量に関して 0.01mg/ℓ以下 

10mg/ℓ以下 

フッ素の量に関して 0.8mg/ℓ以下 

ホウ素の量に関して 1.0mg/ℓ以下 

0.002mg/ℓ以下 

0.05mg/ℓ以下 

0.04mg/ℓ以下 

 

0.02mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.6mg/ℓ以下 

0.02mg/ℓ以下 

0.06mg/ℓ以下 

0.03mg/ℓ以下 

0.1mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下 

0.1mg/ℓ以下 

 

 

 

0.03mg/ℓ以下 

0.03mg/ℓ以下 

0.09mg/ℓ以下 

0.08mg/ℓ以下 

亜鉛の量に関して、1.0mg/ℓ以下 

アルミニウムの量に関して、0.2mg/ℓ以下 
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項 目 名 基 準 値 

34．鉄及びその化合物 

35．銅及びその化合物 

36．ナトリウム及びその化合物 

37．マンガン及びその化合物 

38．塩化物イオン 

39．カルシウム、マグネシウム等(硬度) 

40．蒸発残留物 

41．陰イオン界面活性剤 

42．ジェオスミン 

43．2-メチルイソボルネオール 

44．非イオン界面活性剤 

45．フェノール類 

46．有機物(全有機炭素(TOC)の量) 

47．pH 値 

48．味 

49．臭気 

50．色度 

51．濁度 

鉄の量に関して、0.3mg/ℓ以下 

銅の量に関して、1.0mg/ℓ以下 

ナトリウムの量に関して、200mg/ℓ以下 

マンガンの量に関して、0.05mg/ℓ以下 

200mg/ℓ以下 

300mg/ℓ以下 

500mg/ℓ以下 

0.2mg/ℓ以下 

0.00001mg/ℓ以下 

0.00001mg/ℓ以下 

0.02mg/ℓ以下 

フェノールの量に換算して、0.005mg/ℓ以下 

3mg/ℓ以下 

5.8 以上 8.6 以下 

異常でないこと 

異常でないこと 

5 度以下 

2 度以下 

 

(2) 水質管理目標設定項目と目標値（26項目） 

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。 

項 目 名 基 準 値 

１．アンチモン及びその化合物 

２．ウラン及びその化合物 

３．ニッケル及びその化合物 

４．1,2-ジクロロエタン 

５．トルエン 

６．フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 

７．亜塩素酸 

８．二酸化塩素 

９．ジクロロアセトニトリル 

10．抱水クロラール 

11．農薬類（注） 

12．残留塩素 

13．カルシウム、マグネシウム等（硬度） 

14．マンガン及びその化合物 

15．遊離炭酸 

16．1,1,1-トリクロロエタン 

17．メチル-t-ブチルエーテル 

18．有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 

19．臭気強度（ＴＯＮ） 

アンチモンの量に関して、0.02mg/ℓ以下 

ウランの量に関して、0.002mg/ℓ以下（暫定） 

ニッケルの量に関して、0.02mg/ℓ以下 

0.004mg/ℓ以下 

0.4mg/ℓ以下 

0.08mg/ℓ以下 

0.6mg/ℓ以下 

0.6mg/ℓ以下 

0.01mg/ℓ以下（暫定） 

0.02mg/ℓ以下（暫定） 

検出値と目標値の比の和として、1以下 

1mg/ℓ以下 

10mg/ℓ以上 100mg/ℓ以下 

マンガンの量に関して、0.01mg/ℓ以下 

20mg/ℓ以下 

0.3mg/ℓ以下 

0.02mg/ℓ以下 

3mg/ℓ以下 

3 以下 
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項 目 名 基 準 値 

20．蒸発残留物 

21．濁度 

22．pH 値 

23．腐食性（ランゲリア指数） 

24．従属栄養細菌 

25．1,1-ジクロロエチレン 

26．アルミニウム及びその化合物 

30mg/ℓ以上 200mg/ℓ以下 

1 度以下 

7.5 程度 

-1 程度以上とし、極力 0に近づける 

1mℓの検水で形成される集落数が 2,000 以下（暫定） 

0.1mg/ℓ以下 

アルミニウムの量に関して 0.1mg/ℓ以下 

 

   注）農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト 

項目 目標値(mg/ℓ) 項目 目標値(mg/ℓ) 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) 注 1) 0.05 ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 0.04  

2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) 0.08 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 0.005 

2,4-D(2,4-PA) 0.03 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN) 0.005 

EPN 注 2) 0.004 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 0.3 

MCPA 0.005 ｸﾐﾙﾛﾝ 0.03 

ｱｼｭﾗﾑ 0.2 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ 注 5) 2 

ｱｾﾌｪｰﾄ 0.006 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ 0.02 

ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0.01 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 0.02 

ｱﾆﾛﾎｽ 0.003 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) 注 6) 0.0001 

ｱﾐﾄﾗｽﾞ 0.006 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 注 2) 0.003 

ｱﾗｸﾛｰﾙ 0.03 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.05 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 注 2) 0.008 ｼｱﾅｼﾞﾝ 0.004 

ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 注 2) 0.001 ｼｱﾉﾎｽ(CYAP) 0.003 

ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) 0.01 ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU) 0.02 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) 0.3 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN) 0.01 

ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) 0.09 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) 0.008 

ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 0.006 ｼﾞｸﾜｯﾄ 0.005 

ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 0.009 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) 0.004 

ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 0.03 ｼﾞﾁｱﾉﾝ 0.03 

ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ(ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP) 0.006 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬 注 7) 0.005 

(二酸化炭素として) 

ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 0.08 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 0.009 

ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 0.004 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 0.006 

ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) 注 3) 0.01 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 0.003 

ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ 0.02 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 0.02 

ｵｷｼﾝ銅(有機銅) 0.03 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 0.05 

ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ 0.1 ｼﾒﾄﾘﾝ 0.03 

ｶｽﾞｻﾎｽ 0.0006 ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ 0.003 

ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 0.008 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 注 2) 0.005 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 注 4) 0.3 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 0.8 

ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) 0.05 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ 注 8) 0.006 
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項目 目標値(mg/ℓ) 項目 目標値(mg/ℓ) 

ﾁｱｼﾞﾆﾙ 0.1 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 0.03 

ﾁｳﾗﾑ 0.02 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 0.05 

ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 0.08 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 0.09 

ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ 0.3 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 0.004 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 0.05 

ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) 0.02 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0.05 

ﾄﾘｸﾛﾋﾞﾙ 0.006 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 0.05 

ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) 0.005 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 0.1 

ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 0.08 ﾍﾞﾉﾐﾙ 注 10) 0.02 

ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 0.06 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 0.1 

ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 0.03 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ 0.09 

ﾊﾟﾗｺｰﾄ 0.005 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 0.004 

ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 0.0009 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 0.2 

ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ 0.01 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 0.3 

ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 0.004 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 0.04 

ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) 0.02 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) 0.01 

ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 0.002 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 0.07 

ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 0.02 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 0.003 

ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 0.04 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) 注 2) 0.05 

ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 0.0005 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) 0.05 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) 注 2) 0.003 ﾒｿﾐﾙ 0.03 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) 0.03 ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ) 注 8) 0.01 

ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 0.05 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 0.06 

ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP) 注 9) 0.006 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP) 0.004 

ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP) 0.007 ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 0.03 

ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 0.01 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 0.04 

ﾌｻﾗｲﾄﾞ 0.1 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 0.03 

ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 0.03 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 0.02 

ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 注 2) 0.02 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 0.1 

ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 0.02 ﾓﾘﾈｰﾄ 0.005 

注 1) 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)の濃度は、異性体であるｼｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝの濃度を 

合計して算出すること。 

注 2) 有機リン系農薬のうち、EPN、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ｲｿﾌｪﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)、ﾌﾞﾀﾐﾎｽ及びﾏﾗ 

ﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオ 

キソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注 3) ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)の濃度は、異性体であるα-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ及びβ-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝに加えて、代謝物である 

ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝｽﾙﾌｪｰﾄ)も測定し、α-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ及びβ-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝの濃度とｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝｽ 

ﾙﾌｪｰﾄ)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。 

注 4) ｶﾙﾀｯﾌﾟの濃度は、ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝとして測定し、ｶﾙﾀｯﾌﾟに換算して算出すること。 

注 5) ｸﾞﾘﾎｻｰﾄの濃度は、代謝物であるｱﾐﾉﾒﾁﾙﾘﾝ酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とｱﾐﾉﾒﾁﾙﾘﾝ酸(AMPA)の濃度を原 

体に換算した濃度を合計して算出すること。 
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注 6) ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)の濃度は、ｱﾐﾉ体の濃度も測定し、原体の濃度とｱﾐﾉ体の濃度を原体に換算した濃度を合 

  計して算出すること。 

注 7) ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬の濃度は、ｼﾞﾈﾌﾞ、ｼﾞﾗﾑ、ﾁｳﾗﾑ、ﾌﾞﾛﾋﾟﾈﾌﾞ、ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ、ﾏﾝｾﾞﾌﾞ(ﾏﾝｺｾﾞﾌﾞ)及びﾏﾝﾈﾌﾞ 

  の濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。 

注 8) ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ及びﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)の濃度は、ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ(MITC)として測定し、原体に換算して算出すること。 

注 9) ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)の濃度は、酸化物である MPP ｽﾙﾎｷｼﾄﾞ、MPP ｽﾙﾎﾝ、MPP ｵｷｿﾝ、MPP ｵｷｿﾝｽﾙﾎｷｼﾄﾞ及び MPP ｵｷｿﾝｽ 

ﾙﾎﾝの濃度も測定し、ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合 

計して算出すること。 

注 10)ﾍﾞﾉﾐﾙの濃度は、ﾒﾁﾙ-2-ﾍﾞﾝﾂｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ(MBC)として測定し、ﾍﾞﾉﾐﾙに換算して算出すること。 

 

(3) 要検討項目（47項目） 

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質

管理目標設定項目に分類できない項目です。 

項目 目標値(mg/ℓ) 項目 目標値(mg/ℓ) 

銀及びその化合物 - ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 0.5(暫定) 

バリウム及びその化合物 0.7 ﾐｸﾛｷｽﾁﾝ-LR 0.0008(暫定) 

ビスマス及びその化合物 - 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO) 

モリブデン及びその化合物 0.07 ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸 - 

アクリルアミド 0.0005 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛ酢酸 - 

アクリル酸 - ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛ酢酸 - 

17-B-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.00008(暫定) ﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ｴﾁﾆﾙ-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 0.00002(暫定) ｼﾞﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸(EDTA) 0.5 ﾄﾘﾌﾞﾛﾓ酢酸 - 

ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 0.0004(暫定) ﾄﾘｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ - 

塩化ビニル 0.002 ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ - 

酢酸ビニル - ｼﾞﾌﾞﾛﾓｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.06 

2,4-ｼﾞｱﾐﾉﾄﾙｴﾝ - ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ - 

2,6-ｼﾞｱﾐﾉﾄﾙｴﾝ - MX 0.001 

N,N-ｼﾞﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ - ｷｼﾚﾝ 0.4 

ｽﾁﾚﾝ 0.02 過塩素酸 0.025 

ﾀﾞｲｵｷｷﾝ類 1pgTEQ/L(暫定) ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) - 

ﾄﾘｴﾁﾚﾝﾃﾄﾗﾐﾝ - ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) - 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.3(暫定) N-ﾆﾄﾛｼﾞﾒﾁﾙｱﾐﾝ(NDMA) 0.0001 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 0.1(暫定) ｱﾆﾘﾝ 0.02 

ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ - ｷﾉﾘﾝ 0.0001 

1,2-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ - 1,2,3-ﾄﾘｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.02 

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ - ﾆﾄﾘﾛ三酢酸(NTA) 0.2 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(n-ﾌﾞﾁﾙ) 0.01 (空白) (空白) 
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２. 水質の異常 

(1) 異常な臭味 

ア．油臭・薬品臭のある場合 

給水装置の配管で、ビニル管の接着剤、鋼管のねじ切りなどに使用される切削油、シ

ール剤の使用が適切でなく臭味が発生する場合や、漏れた油類が給水管（ビニル管、ポ

リエチレン管）を侵し、臭味が発生する場合がある。また、クロスコネクションの可能

性も考えられる。 

イ．シンナー臭のある場合 

塗装に使用された塗料などが、なんらかの原因で土中に浸透して給水管（ビニル管、

ポリエチレン管）を侵し、臭味が発生する場合がある。 

ウ．かび臭・墨汁臭のある場合 

河川の水温上昇等の原因により藍藻類などの微生物の繁殖が活発となり、臭味が発生

する場合がある。 

エ．普段と異なる味がする場合 

水道水は、無味無臭に近いものであるが、蛇口の水が普段と異なる味がする場合は、

工場排水、下水、薬品などの混入が考えられる。塩辛い味、苦い味、渋い味、酸味、甘

味等が感じられる場合は、クロスコネクションのおそれがあるので、直ちに飲用を中止

する。 

鉄、銅、亜鉛などの金属を多く含むと、金気味、渋味を感じることがある。給水管に

これらの材質を使用しているときは、滞留時間が長くなると使い初めの水に金気味、渋

味を感じる。この場合は、飲用以外の雑用に使用する。 

(2)異常な色 

ア．白濁色の場合 

水道水が白濁色に見え下層から数分間で清澄化する場合は、空気の混入によるもので

一般的に問題はない。 

イ．赤色又は赤褐色の場合 

水道水が赤色又は赤褐色になる場合は、鋳鉄管、鋼管のさびが流速の変化、流水の方

向変化などにより流出したもので、一定時間排水すれば回復する。常時発生する場合は、

管種変更等の措置が必要である。 

ウ．黒色又は黒褐色の場合 

黒味のある淡いグリーン色又は黒色ないし黒褐色の濁水の場合は、マンガン（管内マ

ンガン酸化物）によるもので一定時間排水すれば回復することが多い。 

エ．青い色の場合 

衛生陶器が青い色に染まるような場合には、銅管の腐食作用によることが考えられる。

一定時間排水すれば回復するが、回復しない場合は管種変更などの措置が必要である。 

オ．紫色の場合 

湯呑みにお茶の飲み残しをいれたままで、鉄分を含む水道水を入れたり、長い間水道

水にお茶を入れておくと紫色に着色することがある。これは、お茶、コーヒー、紅茶な

どの成分の一つであるタンニンと、水道水に含まれていた鉄が反応して、紫色のタンニ

ン鉄ができる。このタンニン鉄が着色の原因である。 

タンニン鉄は有害ではないが空気中の細菌やカビが繁殖している可能性もあり、着色

したものは飲用しない。 

力．緑色の場合 

水道水には、水道管に鉄を使用している関係で微量の鉄分が含まれていることがある。
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プールの底が青い場合には、鉄分の黄色と青色が混じって緑色に見えることがある。ま

た、消毒用の塩素がなくなると、藻が繁殖して緑色となることもある。 

キ．桃色の場合 

浴室のタイル、便器の内側などが桃色になる場合がある。これは、空気中に存在する

霊菌という細菌が付着し繁殖したためで、特に新築後半年以内の家に多いことが特徴で

ある。 

(3)異物の流出 

ア．水道水に砂、鉄粉などが混入している場合 

配水管及び給水装置などの工事の際、混入することが多い。この場合は、十分洗管し、

異物を管内から除去する。 

イ．黒色の微細片がでる場合 

止水栓、給水栓に使われているパッキンのゴムが劣化し、栓の開閉操作を行った際に

細かく砕けて出てくるのが原因と考えられる。 

ウ．黒色の異物（直送式ポンプを使用している場合） 

メーター以下の直送式ポンプに使われているダイヤフラムのゴムが劣化し、栓の開閉

操作を行った際に、ゴムが砕けて微細片となって出てくるのが原因である。多くの場合

は、なかなか沈まず浮いており墨汁のように見える。また、なかにはグリース状になっ

て出てくることもある。 

エ．白色の異物（蛇口のまわりにできる場合） 

水道水には、適度に水の味を良くするミネラル分が含まれている。このミネラル分は

水が蒸発したあとに付着して残る。蛇口部分は、水に濡れたり、乾いたりを繰り返して

いるので、その部分にミネラル分が付着して徐々に白くなる。特に給湯栓は、水温が高

く水が蒸発しやすいためこの現象が良く見られる。ミネラル分であることから問題はな

い。 


